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県では、11 月を不法投棄の根絶とその意識の高揚を
図ることを目的に「不法投棄防止強化月間」としていま
す。

伊集院保健所管内でも産業廃棄物等不法投棄対策連
絡会議を組織し、不法投棄の防止や産業廃棄物等の適正
処理推進に取り組んでいます。

市民の皆様には、不法投棄が「犯罪である」という認
識をこの機会により深めていただき、不法投棄の根絶へ
向け「不法投棄をしない・させない地域づくり」への
取り組みに、ご理解とご協力をお願いします。

生活環境課（℡33-5614）

11 月は「不法投棄防止強化月間」です

鹿児島県の将来を担う青年の育成と、南米諸国との友
好親善を目的に、ダイドー・ブラジル商事ではブラジル
での実習生を募集しています。

ブラジルでは日本語学校教師・出版社部員・語学の研
修・農業体験・地域青年との交流などの活動を行います。
○派 遣 先 ブラジル・サンパウロ市等
○派遣期間 2010 年 3月以降 １年間
○募集人員 男女若干名
○旅 費 等 往復旅費及び滞在費（原則としてホームス

テイ）は実施機関が負担します。
○そ の 他 資格要件は県内に居住する満 20 歳から満

30 歳までの独身青年などの要件項目が設
けられております。
詳しくは鹿児島県ＨＰ、もしくはかごしま
ブラジル研修交流会までお尋ねください。

○実習内容説明会 11 月 15 日(日) 13：30～
鹿児島県国際交流協会会議室（かごしま県民交流センター１階）

○応募締切 12 月４日（金）必着
○応募書類提出先 指宿市十町 1828-5 101 号

かごしまブラジル研修交流会
代表 飯尾大介（℡090-4352-2507）

企画課（℡33-5628）

鹿児島ブラジル実習生の募集

いちき串木野市国際交流協会では、市内に在住する外
国出身者の協力により国際料理講座を開催します。

皆様の多数のご参加をお願いします。
○日 時 12 月 12 日(土) 10：00～13：30
○募集人員 25 人（定員になり次第締切）
○場 所 働く女性の家
○内 容 カリブ海料理（トリニダード・トバコ）
○講 師 辻 シャミーンさん（下石野）
○参 加 料 500 円(材料費を含む)
○申 込 み 12 月７日(月)までに

いちき串木野市国際交流協会事務局
℡33-5628（市役所企画課内）へ

※なお、お子様連れの方は託児をいたしますので、お気
軽にご参加ください。

企画課（℡33-5628）

国際料理講座の参加者募集

講座名 期日・時間 定員 内容

フェイシャル
マッサージ

12/1(火)
14:00～16:00

10
顔をマッサージして血
行を良くし毛穴の洗浄
で老廃物を取ります。

ふるさとの
み そ 作 り

12/1(火)～
12/2(水)

９:30～13:00
15 郷土の味、鹿児島のみそ

の作り方を学びます。

パ ン 作 り 12/5(土)
10:00～13:00

12 家庭でできるパン作り、
初心者の方が対象です。

○対 象 市内に居住または、勤務している女性を優先
し、男性の方も受講できます。

○受講料 無料(ただし材料費実費負担)
○申込み 11 月 21 日(土)までに、来館または電話で働

く女性の家へお申し込みください。
(※定員になり次第締め切ります)

○託 児 受講時間内の託児をします。
(満２歳以上～未就学児)希望される方は、事
前にお申し込みください。

※ふるさとのみそ作りは冠岳コミュニティセンターで行
います。

働く女性の家（℡32-7130）

働く女性の家 いきいき女性講座受講生募集

「健康な人づくりで豊かな郷土を築こう」をスローガン
に、誰もがすこやかで生きがいを持っていきいきと暮ら
せる長寿社会を目指して、「元気いきいきフェスタ2009」
を開催します。
○日 時 11 月 26 日(木) 10:00～15:00
○場 所 市民文化センター
○内 容 10:00～ オープニングセレモニー

表彰式
12:40～ アトラクション「神村学園鼓舞道部」
13:30～ 講演

串木野庁舎福祉課（℡33-5619）・市来庁舎健康福祉課（℡21-5117）

「元気いきいきフェスタ2009」（保健福祉大会）の開催

○日 時 12 月６日(日) 9：00 開会式
○場 所 Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（開・閉会式）

串木野体育センター
○参加資格 市内に居住(住民登録者)する小学４年生以

上の方
※但し男性２人〈50 歳以上１人、50 歳未満

１人(大会当日の年齢)〉までの出場を認
める。

※コート内でプレーできる児童生徒及び高
校生は３人までとする

※チーム編成困難な公民館は、同一地区内
の大会に出場しない公民館から補充する
ことができる

○競技方法 15 点先取２セットマッチ（予選リンク）
11 点先取３セットマッチの２セット先取
（決勝トーナメント）

○試 合 球（財）日本バレーボール協会制定のソフト
バレーボール

（ゴム製円周 78±１ｃｍ、重量 210±10ｇ）
○チーム編成 10 人以内とし、登録者全員が毎試合１回

は出場すること
○申込方法 11 月 27 日(金)まで（期日厳守）にＢ＆Ｇ

海洋センター体育館へ申し込む。
○組合せ抽選 12 月１日(火)15 時からＢ＆Ｇ海洋センター

体育館のミーティングルームで行います。
○参 加 料 １チーム 1,000 円（大会当日納入）
○問 合 せ 市民スポーツ課（℡21-5129）

Ｂ＆Ｇ海洋センター（℡32-8994）

第22回Ｂ＆Ｇ杯公民館対抗ミニバレーボール大会

11 月初旬から串木野駅前広場の改修工事が行われま
す。工事期間中は、ご不便をおかけしますがご理解とご
協力をお願いします。
○工事期間(予定) 11 月初旬～3 月初旬
※串木野駅舎前駐車場を撤去し、公園化するもので駅舎

北側公園に設置してある長谷場純孝先生の胸像及び
蒸気機関車の動輪を公園に移設します。
また、一般送迎車用の乗降所に雨よけ用の屋根を設置
し、駐輪場の一部に屋根を設置する計画です。

商工観光課（℡33-5638）

串木野駅前広場の改修工事のお知らせ
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生活保護のレセプト点検嘱託員を募集します。
応募を希望される方は、履歴書と免許状の写しを串木

野庁舎総務課に提出してください。
○募集人員 １人
○業務内容 生活保護のレセプト点検業務
○応募資格 医療事務資格を有し、かつ経験のある人
○募集期間 11 月 20 日(金)まで
○勤務場所 福祉課 ○勤務時間 9：00～17：00
○勤務開始日 平成 22年１月５日(火)
○選考方法 面接（日時は後日お知らせします）
※業務内容等については、福祉課保護係（℡33-5620）
にお問い合わせください。

総務課（℡33-5625）

レセプト点検嘱託員の募集

毎年恒例の羽島青年学級主催の「第 28 回羽島青年文
化祭」が次のとおり開催されます。

皆様の多数のご来場をお待ちしています。
○日 時 11 月 15 日(日) 13：30 開演（13：00 開場）
○場 所 羽島小学校体育館
○内 容 ・演劇（羽島青年学級 他）

・マーチング（羽島保育園・幼児園 他）
○入場料 無料
※プログラム等につきましては、羽島青年学級ホームページ

（http://www.bunise.com/）をご覧ください。

社会教育課（℡21-5128）

第 28 回 羽島青年文化祭の開催

○応募規定
①テーマは荒川に関することです。
②応募作品は、カラープリントで４つ切り(ワイド４つ

切り可)に限ります。
③応募枚数には制限はありませんが、未発表のものに限

ります。（※作品の返却はいたしません）
④応募作品の版権は主催者に属し、ネガまたは、データ

の提出をお願いします。
⑤応募作品の裏面には、必ず下記の応募票を添付してく

ださい。
○応募締切 11 月 27 日(金)必着
○申込み先 郵送または持込でお願いします。

〒896-0065 いちき串木野市荒川 2450
荒川コミュニティセンター内

第９回荒川写真コンテスト係(℡32-8809)
○審 査 11 月 29 日(日)に主催者側で行います
○表 彰 式 12 月６日(日) 第 15 回田園荒川ず’カップ

ゴルフ大会時表彰
○主 催 荒川清流会
・・・・・・・・・・・・・・・切り取り・・・・・・・・・・・・・・・

画 題

住 所

氏 名 性別 年齢

電話番号 職業

カメラ フィルム

撮 影

商工観光課（℡33-5638）

第９回荒川写真コンテスト

農地整備推進のための臨時職員を募集します
応募を希望される方は、次の内容をご覧のうえ、履歴

書を提出してください。
○募集人員 ２人 ○賃金 640 円/時間
○業務内容 土地の所有者の相続状況等の調査
○募集期間 11 月 13 日(金)まで
○勤務場所 産業経済課
○勤務期間 12 月１日～平成 22 年２月末（３か月間）

（20日間／月）
○勤務時間 9：00～12：00 13：00～17：00
○面 接 日 11 月 20 日(金)※詳細は後日お知らせします
○申込・問合せ 産業経済課(市来庁舎)

産業経済課（℡21-5123）

臨時職員の募集

市内居住者が市内で生産した農産物等を対象として
農産物品評会を開催いたします。

出品者に農業用器具等の景品が当たる抽選会も行い
ますので奮ってご出品下さい。
○農産物品評会出品物搬入日時

12 月 12 日(土) 9:00～12:00
○場 所 いちきアクアホール駐車場特設テント
○表 彰 市長賞、議長賞、JA賞、入賞など
※出品された農産物は、いちき串木野市技連会で設定し

た価格で引き取り、全て 12 月 13 日（日）開催のフェ
スタ時に展示した後、即売いたします。

※出品規格及び要領は、農政課（串木野庁舎）、産業経
済課（市来庁舎）、さつま日置農協（串木野支所、羽
島出張所、荒川分室、生福支所、市来支所、北部営農
センター）、市来えびす市場、季楽館にあります。

○問合せ 産業経済課（市来庁舎）

産業経済課（℡21-5122）

～いちき串木野市ふれあいフェスタ～ 農産物品評会出品者募集

だれでもできるボウリング。
親子や友達同士でペアを組んで参加しませんか。

〇日 時 11 月 15 日(日) 10:00 開会式
〇会 場 串木野ゴールデンボウル
〇参加資格 小学生以上の方ならどなたでも参加できます

（お二人ペアでお申込ください）
〇競技方法 ダブルス戦及び個人戦（クラス別）

・ダブルス戦
・個人戦（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ戦の個人スコアにより順位決定）

〇参加者数 42 人（21 ﾁｰﾑ）になり次第締め切ります
〇参 加 費 1,200 円（高校生以下は 800 円）
〇申 込 先 11 月 11 日(水)までに市ボウリング連盟事務局

・市役所行政改革推進課 石元(℡33-5639)

市民スポーツ課（℡21-5129）

第５回さわやかボウリング大会参加者募集

荒川の大自然の中で、楽しい一日を過ごしませんか？
○日 時 12 月６日(日)9：00 スタート
○場 所 荒川地区公民館
・田んぼゴルフ

※高校生以上対象
参加料は、プレイのみ参加が 2,000 円（昼食含む）
プレイ及び反省会まで参加が 2,500 円（昼食含む）

※団体戦（１チーム４人、参加料１チーム 2,000 円）
詳しくは、申込み用紙をご覧ください。

※クラブ・ボールは主催者で準備しますが、各自長靴を
ご持参ください。

・高齢者クラブ指導によるミニ門松作り体験コーナー
※小学生以上を対象。参加料 500 円（昼食含む）

・地元農産物即売コーナー
○田んぼゴルフ申込み

荒川地区公民館、中央公民館、社会教育課(市来庁舎)
に備え付けの申込み用紙に記入し、申し込みください。

○申込期限 11 月 13 日(金)
○申込・問合せ 荒川地区公民館（℡32-8809）

社会教育課（℡21-5128）

第 15 回田園荒川ず′カップゴルフ大会

○日 時 11 月 30 日(月) 9:45～12:00
○場 所 串木野健康増進センター
○対象者 生後２か月から 10か月児とその母親
○参加料 無料
○持ってくるもの バスタオル・飲み物
○申 込 11月27日(金)までに串木野健康増進センターへ

※託児あり（要予約・飲み物を持参）
○問合せ先 串木野健康増進センター

子育て支援センター（℡33-0192）

串木野健康増進センター（℡33-3450）

ベビーマッサージ＆産後シェイプアップ体操教室の開催
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市立図書館は、蔵書点検のため、次の通り臨時休館します｡
○いちき分館 11 月 15 日(日)～11 月 19 日(木)
○本 館 11 月 22 日(日)～11 月 30 日(月)

※上記期間中の返却は、『返却ポスト』にお願いします。

文化振興課（℡21-5113）・指定管理者㈱総合人材センター

市立図書館 臨時休館のお知らせ

共同住宅（アパート・マンション）内の共同受信施設
や、建物等による受信障害対策として設置された共同受
信施設の地上デジタル化に対して助成制度がスタート
しています。

施設の地上デジタル化対応において、経費負担が過重
となる場合（世帯当たり 35,000 円以上）、国の助成が受
けられます。ただし、国・地方公共団体等が所有する共
同受信施設は助成対象とはなりません。
助成を受けるには、改修工事の実施前に申請を行う必要

があります。共同住宅の共同受信施設に対する助成金制度
は2010年1月15日、受信障害施設デジタル化の助成金制
度は2009年12月28日が申請の締切となっています。

助成制度の詳しい内容については、総務省テレビ受信
者支援センター(デジサポ)助成金相談窓口のホームペー
ジ（http://digisuppo.jp/）をご覧ください。
○問合せ デジサポ助成金相談窓口

℡0570-093-724（平日 9:00～18:00）
※IP 電話等、ナビダイヤルがつながらな

い方は、℡03-5623-3121 まで
助成金申請は、総務省テレビ受信者支援センター(デジ
サポ鹿児島)（℡099-255-0255）で受け付けております。

総務課（℡33-5633）

共同受信施設等の地デジ化助成制度のお知らせ

次の日程で演習等が行われ、演習では防災行政無線や
消防車によるサイレン吹鳴、また、演習及び防ぎょ訓練
地付近では車両の交通規制を行いますので、市民の皆様
のご理解とご協力をお願いします。
【消防合同演習】
○11月 15 日(日)6:30～ 塩屋町公民館付近一帯
○11月 15 日(日)6:45～ 寺迫公民館付近一帯
【火災防ぎょ訓練】
○11月 22 日(日)7:00～ NTT 羽島電話交換局付近一帯
○11月 22 日(日)7:00～ 久木野公民館付近一帯

消防本部（℡32-0119）

秋季火災予防運動週間に伴う
消防合同演習等の実施について

火災が発生しやすい時季になりますので、市民一人ひ
とりが「火の用心」を心掛けてください。
〇期間 11 月９日(月)～11 月 15 日(日)

「住宅防火 命を守る ７つのポイント」
≪３つの習慣≫

１．寝たばこは、絶対やめる。
２．ストーブは、燃えやすいものか

ら離れた位置で使用する。
３．ガスこんろなどのそばを離れる

ときは、必ず火を消す。
≪４つの対策≫
１．逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設

置する。
２．寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため

に、防炎品を使用する。
３．火災を小さいうちに消すために、

住宅用消火器等を設置する。
４．お年寄りや身体の不自由な人を

守るために、隣近所の協力体制
をつくる。

★住宅用火災警報器設置期限 ⇒ 平成23年５月末日まで!!
平成 21 年度 全国統一防火標語

『消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子』

消防本部（℡32-0119）

平成 21 年秋季全国火災予防運動

総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放送が見
られない世帯（ＮＨＫ受信料全額免除世帯が対象（※））
に対して、簡易なチューナーを無償給付するなどの支援
を行っています。

なお、支援は現物給付です。ご自身で購入したチュー
ナー、アンテナ等の費用の精算はできません。
※ＮＨＫと受信契約が結ばれており、受信料全額免除の

適用を受けている世帯が対象となります（具体的に
は、生活保護世帯等、障害者がいる世帯で世帯全員が
市町村民税非課税の世帯、社会福祉事業施設入所者）

○ＮＨＫ受信料契約、免除に関する問合せ
ＮＨＫ視聴者コールセンター（℡0570‐000588）

〇申込期限 12 月 28 日(月)まで（消印有効）
〇支援申込・問合せ先

総務省地デジチューナー支援実施センター
（℡0570‐033840）

※上記の電話番号が利用できない場合は、℡044‐969‐5425へ
（平日 9:00～21:00、土・日・祝日 9:00～18:00）

総務課（℡33-5633）

地上デジタル放送を見るための簡易なチューナーなどの
支援について

夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行為、その他、女性をめぐる
人権問題でお困りの方は、一人で悩まずにお電話ください。
○実施機関 鹿児島地方法務局・鹿児島県人権擁護委員連合会
○日 時 11 月 15 日(日) ～ 11 月 21 日(土)

・平 日 8：30～19：00
・土、日曜日 10：00～17：00

○電話番号 女性の人権ホットライン
（℡0570-070-810）

※通話料が３分につき、およそ8.5円かかります
○相 談 員 法務局職員及び人権擁護委員が相談に応じ、

秘密は厳守されます
○問 合 せ 鹿児島地方法務局人権擁護課

（℡099-259-0684）

市民課（℡33-5611）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化月間

DV、セクハラ、ストーカーなど女性に対する暴力や離
婚にまつわる諸問題など、女性の人権に関わる問題につ
いて女性の弁護士が電話で相談に応じます。
○日 時 11 月 17 日(火) 13:30～16:30
○電 話 099-221-6631
※予約優先です。詳しくは相談室までお問い合わせください。
○問合せ 鹿児島県男女共同参画センター相談室

（かごしま県民交流センター内）℡099-221-6630
9:00～17:00（月曜日は休館）

企画課（℡33-5672）

女性のための法律 110 番

職場ですぐに活かせる「プレゼンテーション力向上」
のための講座が開催されます。
○日 時 12 月 12 日(土) 10:00～16:30
○場 所 かごしま県民交流センター
○対象者 仕事をしている女性の方
○参加無料 ○託児 あり
○申込・問合せ 鹿児島県男女共同参画センターハーモニー推進課

℡099-221-6603 Fax099-221-6640
Email:harmony@kagoshima-pac.jp

○申込締切 11 月 20 日(金)

企画課（℡33-5672）

女性のためのキャリアアップセミナー

11 月 12 日から 11月 25 日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

http://digisuppo.jp/


４

月 日 時 間 説明会場 対象者

11 月 26 日(木)
14:00

～15:30
いちき
アクアホール

法 人
個 人

※受付は 13:30 より行います。当日は説明資料を配布し
ますのでお早めにお越しください。

・伊集院税務署（℡099-273-2541）※自動音声案内

税務課（℡33-5616）

平成 21 年分 事業所向け年末調整説明会

12月は、給与等に係る源泉所得税の年末調整の月です。
毎月の給与等から源泉徴収された所得税の１年間の

合計額と、その年の給与総額に対する年税額とは一致し
ないのが普通です。

このため、源泉徴収税額の過不足分を精算する必要が
あります。この手続きを「年末調整」と呼んでいます。

大部分の給与所得者は、年末調整により、その年の納
税を完了することになりますので、年末調整が正しく行
われるためには、勤務先に扶養親族や保険料などの申告
を正しく行うことが大切です。

詳しくは、最寄りの税務署にお気軽にお尋ねください。
・伊集院税務署（℡099-273-2541）※自動音声案内

税務課（℡33-5616）
給与所得者の年末調整

税金は、私たち国民が豊かで安定した暮らしができる
ように、国や地方公共団体が活動するための大切な財源
です。

今年の「税を考える週間」は、「ＩＴ化・国際化と税」
をテーマとして、各種の広報・広聴活動を行うことにし
ています。
「税を考える週間」は、国民生活に深いかかわりを持っ
ている税について、その意義（必要性）や役割（使途）、
税務行政の現状などを「考え」ていただき、国の基本と
なる税に対する理解を一層深めていただくために設け
られているものです。
○テーマ「ＩＴ化・国際化と税」
○税に関する作品展（書道・標語・作文）

11月 11 日(水)～17(火)
〔串木野庁舎玄関ロビー・市来庁舎玄関ロビー〕

※このほか、税についてわからないこと、知りたいことが
ありましたら、次のところへお気軽にご相談ください。

・伊集院税務署（℡099-273-2541）※自動音声案内
・串木野庁舎税務課（℡33-5616）
・市来庁舎市民課税務係（℡21-5116）

税務課（℡33-5616）

「税を考える週間」11 月 11 日～17 日
～ＩＴ化・国際化と税～

次のとおり、特設人権相談所が開設されます。
○開 設 日 11 月 25 日(水)
○開設時間 10：00～15：00
○開設場所 市来高齢者福祉センター
○相 談 員 鹿児島地方法務局川内支局職員

いちき串木野市所属人権擁護委員
相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

市民課（℡33-5611）

特設人権相談所の開設

○日 時 11 月 11 日(水) 10：00～15:00
○場 所 市中央公民館 ２階小会議室
○相談員 川内社会保険事務所職員
※国民年金について、わからないこと、過去に厚生年金・船

員保険などに加入されていた方も、ご相談ください。

串木野庁舎市民課（℡33-5612）・市来庁舎市民課（℡21-5114）

年金相談所を開設

身体障害者手帳等の交付を受けていない 65歳以上の
納税者本人、またはその控除対象配偶者や扶養親族で、
下記対象者については、福祉事務所長の認定を受けるこ
とにより、所得税・住民税の障害者控除または特別障害
者控除を受けられる場合があります。
○対象者
・ 寝たきりの方、認知症の方、心身に障害のある方等

で、その障害の程度が障害者に準ずる方
認定は、介護保険の要介護認定基準により判断します。

※ 12 月 28 日（月）までに、福祉課または健康福祉課
へ申請のうえ「障害者控除対象者認定書」の交付を
受けると、その年分の申告で障害者控除を受けるこ
とができます。

※ 現在、障害者控除対象者認定書をお持ちの方は、介
護度等に変更がなければそのまま使うことができ
ますので、申請する必要はありません。

※ 状態により、受けられる控除額が異なります。詳し
くは担当課へお尋ねください。

○認定の申請については
・串木野庁舎 福祉課 高齢障害係（℡33-5619）
・市来庁舎 健康福祉課 福祉係 （℡21-5117）

○税控除額等については
・串木野庁舎 税務課 市民税係 （℡33-5616）
・市 来 庁 舎 市民課 税務係 （℡21-5116）

福祉課（℡33-5619）・税務課（℡33-5616）

障害者控除対象者認定と税控除について

今年は、天皇陛下御在位満 20 年の年にあたり、国に
おいては、11月 12 日(木)（平成 2 年の「即位の礼」が
行われた日）に、東京の国立劇場において、内閣主催の
記念式典を挙行します。

本市においても、この日にあわせ、次のとおり奉祝記
帳所を開設します。
また、市立図書館で内閣府作成のＤＶＤ「天皇陛下御即

位から二十年」の貸出しを行っていますので、ご利用くだ
さい。なお、11月 12日(木)は、国旗を揚げましょう。
○設置期間 11 月 9 日(月)～13 日(金) 8：30～17：15
○設置場所 串木野庁舎及び市来庁舎玄関ロビー

総務課（℡33-5624）

天皇陛下御在位 20 年奉祝記帳所の開設

【11 月の年金相談に関するお知らせ】
川内社会保険事務所では、次の日程で年金相談窓口の

時間延長・休日開庁を実施します。
月 実施日 年金相談受付時間

９日(月)
14 日(土)
15 日(日)
16 日(月)
24 日(火)
28 日(土)
29 日(日)

11 月

30 日(月)

○月・火曜日 8：30～19：00
○土・日曜日 9：30～16：00

※その他の平日 8：30～17：15

【社会保険料（国民年金保険料）控除証明書について】
国民年金保険料は、税の申告において納めた全額が社

会保険料控除の対象になりますが、年末調整や確定申告
で国民年金保険料を申告する際には、保険料を支払った
ことを証明する書類の添付が必要です。

そのため、国民年金保険料を納付された皆様に、「社
会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をお送りします
ので、年末調整や確定申告を行う時まで大切に保管して
ください。
なお、世帯主がその扶養家族の国民年金保険料を納付した場

合などは、納付した方が申告することができます。
お届け時期は次のとおりです。

●平成21年１月１日から９月30日までに納付された方
⇒ 平成 21年 11 月上旬

●平成21年10月１日から12月31日までに今年はじめ
て納付された方 ⇒ 平成 22年２月上旬

※詳しいことは、川内社会保険事務所（℡22-5276）
までお問い合わせください。

市民課（℡33-5612）

ねんきん広報だより


